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日
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徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
四
安
全
衛
生
課
の
項
部
長
の
欄
第
七
号
中
「
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
養
成

施
設
の
登
録
及
び
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
の
登
録
」
を
「
に
関
す
る
次
の
こ
と
。
」
に
改
め

、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告

２

第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
養
成
施
設
の
登
録
及
び
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

る
講
習
会
の
登
録

別
表
第
六
の
三
徳
島
県
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
中
「
動
物
愛
護
監
視
員
」
を
「
動

物
愛
護
管
理
監
視
員
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


